
 

 

 

 

 

井戸の修理に要した経費の３分の１に相当する額で、上限１５万円です。 

 

 

 

 

 

 次の要件を満たしているものが対象となります。 

□ 小平市震災対策用井戸指定要綱に基づき、震災対策用井戸の指定を受けている井戸の

修理であること 

□ 同一年度において１５万円以上の震災対策用井戸修理費補助金を受けていないこと 

※ 必要により現地調査を行います。 

※ 補助対象は修理に係る費用についてであり、機能向上を目的とした改修工事等は対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平市では、指定を受けた震災対策用井戸の所有者が、震災対策用井戸を修理
するのに要する費用の一部を予算の範囲内で補助しています。 

補助対象 

補助金の額 

手続きの流れ 

申 請 者 
井戸修理の事前相談 

小 平 市 

・補助を希望される方は、必ず事前に防災危機管理課へご相談ください。 
・修理業者から修理費の見積もりを取ってください。 

申請書提出 

・井戸修理を行うことが決まりましたら、関係書類（修理費補助金交付申
請書、業者見積書の写し）を防災危機管理課へ提出してください。 

受領・審査 

補助金交付決定 補助金交付決定通知 

完了報告書提出 

・完了報告書に請求書、領収書、工事前後の写真を添えて提出してください。 

受領・審査 

補助金確定 補助金交付額確定通知 

受 領 

 

井戸修理の実施 

・井戸修理終了後、施工業者に改修費用をお支払いください。 

※交付決定前に、修理業者と契約を締結した場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。 

※審査の結果、不交付と

なる場合があります。 

※契約締結前にご提出ください 

修 理 

費 用 

補 助 金 

修理費用の１/３ 

（上限１５万円） 

所有者負担 

【お問合せ・ご相談先】小平市 防災危機管理課 ０４２－３４６－９５１９ 

請求書提出 

補助金の振込

み 

・確定後、補助金請求書兼口座振替依頼書（領収書を添付）を提出して

ください。 

・必ず交付決定通知を受け取った後に、修理を開始してください。 

（令和８年４月現在） 


